
コンパス通信 

２０２５年４月１日～「除外率」が引き下げられます。 

２０２４年４月１日～障害者の法定雇用率が引上げられています! 
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ホームページ（https://tateyama-sr.com/）にて最新の情報を随時お届けします! 

※会員登録していただくことで会員限定のニュースリリースもご覧になれます!（無料） 

 

 

 

 

 

  

障害者の法定雇用率が、段階的に引き上げられており、令和６年４月より民間企業における法定雇用率が「２．

５％」となっておりますのでご注意ください。また、令和８年７月からは２．７％となります。よって、令和６年４

月からは４０人雇用につき障害者を１名、令和８年７月～約３８人雇用につき１名の雇用が必要となります。 

 

 

 

 

 障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。 

 毎年６月 1 日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告 

 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務） 

 

  

先述の通り、障害者雇用率が決められており、原則として一定の規模に達すると法律に定められた通りに障害者を雇

用する必要があります。一方で、職務・職種によっては機械的に一律の雇用率を適用することが適当でないと考えら

れるため、「障害者の就業が一般的に困難である」と認められる業種については、「除外率制度（※）」（雇用する労働

者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度）を設けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 10 月 

【お知らせ】１０月４日（金） 休業のお知らせ 

 突然の案内となり、誠に恐縮ではございますが、２０２４年１０月４日（金）は弊所の外部研修実施のため終日

臨時休業とさせていただきます。 

 ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

※除外率制度そのものは廃止さ

れましたが、現在当分の間一定

の除外率が設定されています。 

【除外率による雇用義務数の計算方法】 

 

雇用義務数は 

(常用労働者数 - 除外人数)×法定雇用率 

です。 

※除外人数…労働者数×除外率 



  

・雇用環境整備 

・業務体制整備 
男性育休取得 

両立支援等助成金を支給

（金額は後述） 

【助成金】両立支援等助成金 出生時両支援コース（子育てパパ支援助成金） 
今回は、両立支援等助成金・出生時両支援コースを紹介致します。男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体

制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。 

 

 
 
 

【支給要件】 
＜第１種＞ 
 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施 

※１人目:２つ以上、2 人目:３つ以上、３人目:４つ以上（産後パパ育休の申出期限設定状況で１つ追加の
場合あり） 

 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の
整備を実施 

 男性労働者が子の出生後８週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得 
※１人目:５日（所定労働日４日）以上、2 人目:10 日（所定労働日８日）以上、３人目:14 日（所定労働日 11 日）以上 

 

＜第２種＞ 
 第１種の助成金を受給済である 
 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施 
 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施 
 第１種（１人目）の申請をしてから３事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率（％）の数値が 30 ポイ

ント以上上昇または第１種（１人目）の申請年度に子が出生した男性労働者が５人未満かつ育児休業取得率が
70％以上の場合に、その後の３事業年度の中で２年連続 70％以上となる 

 第１種（１人目）の申請対象労働者以外で、男性の育児休業取得者が２人以上生じている  
 

【助成金額】 
種別 支給額 

第 1 種 
１人目:２０万円（雇用環境整備措置を４つ以上実施の場合には３０万円） 
２人目・３人目:１０万円 

第２種 

１事業年度以内に 30 ポイント以上上昇した場合:60 万円 
２事業年度以内に 30 ポイント以上上昇した（または連続 70％以上）場合:40 万円 
３事業年度以内に 30 ポイント以上上昇した（または連続 70％以上）場合:20 万円 
※プラチナくるみん認定事業主は 15 万円加算 

 
【助成金支給の流れ】 

 
ご不明な点等御座いましたら、お気軽にご連絡下さい。 

雇用環境整備

業務体制整備

産後８週以内に

育児休業を取得

育児休業終了日の翌日
から起算して２ヶ月以
内に労働局へ支給申請



【別紙】セミナーのお知らせ


